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積算資料 



（ 参 考 ）             

河 川 巡 視 支 援 業 務 （ 積 算 資 料 ） 

 

Ⅰ．平常時 

１．積算資料 

（１） 巡視日数は、巡視を必要とする日数を計上するものである(設計表示単位は日)。 

 なお、日数については精算変更するものである。 

 1 日の巡視業務の作業時間には、内業と現地への移動時間を含むものとする。 

 

（２） 班構成 

・一般巡視及び目的別巡視（車両、徒歩） 

班構成は以下が標準となる。 

 ※１）一般運転手の委託料は、別途、Ⅲ 車両管理業務により積算・計

上するものである。 

・巡視調整等業務 

河川巡視支援業務積算基準のⅠ．３．「河川巡視に技師(C)を必要とする高度な

業務内容」に該当し、１回当り技師(C)を(0.5 人／月)計上を基本とする。 

 

（３）車両経費 

業務に必要な車両の経費は、次により計上するものである。 

ａ．一般巡視又は目的別巡視（車両） 

・巡視用車両は河川パトロールカー（貸付機械）とし、Ⅲ 車両管理業務によ

り積算し、計上するものである。 

・運転日当たり運転時間（Ｔ）は、実績による。（前年度の使用実績報告書の数

値を参考とし、最小単位は１時間とする。） 

なお、Ｔを決定するにあたっては、使用実績報告書の数値について内容を

チェックし、過大な積算とならないよう注意すること。 

 

巡視の区分 班    編    成 

一般巡視 （監視員） 

 技術員 １人 

※１ 

一般運転手 １人 

目的別巡視（車両） （監視員） 

 技術員 １人 

※１ 

一般運転手 １人 

目的別巡視（徒歩） （監視員） 

 技術員 １人 

 

普通作業員 １人 



ｂ．目的別巡視（徒歩） 

・業務用車両・運転費 

業務に自動車が必要な場合は次のⅰ～ⅳにより積算し、直接経費に計上する

ものである。 

ⅰ 業務用車両の規格は、原則として５人乗りライトバン(1500cc)とする。 

ⅱ １日の運転時間は２時間とし、燃料費及び運転時間当たり損料は換算値

損料を計上する。 

ⅲ 業務用自動車損料については、「請負工事機械経費積算要領」に基づい

て積算するものとする。 

ⅳ 運転労務費は、業務従事者が直接運転するものとして、計上しない。 



Ⅱ．出水時 

１．業務委託料構成費目の内容 

（１） 直接原価 

・直接人件費 

直接人件費は業務に従事する者の人件費である。 

中部地方整備局管内における、出水時等巡視については、以下の班編制 

とする。 

職 種 員 数 

技 術 員 １人 

普通作業員 １人 

一般運転手 １人 

２．積算資料 

（１）その他 

１）事前打ち合わせ 

    業務実施に先立つ事前打合わせについて、複数年契約の場合は毎年度実施する。 

２）準備打合せ及び整理報告 

準備打合せ及び整理報告には、一般運転手も含め計上する。 

３）巡視に要する自動車の燃料 

    巡視に要する自動車の燃料は、基準消費料の５０％で運用する。 

４）１編成当たりの積算構成例 

構成の交替は実際の出水時の出水規模によるが、巡視時間が長引くと予想さ

れる場合は拘束開始から１２時間で交替することが望ましい。 

しかし、交替が深夜となる場合、又は出水時間が比較的短いと予想される場

合等、交替が不可能（又は不必要）と判断される場合は、１編成が１２時間を

超過することはやむを得ないので、指示の実態に沿って変更することができる。 

４）時間帯、勤務時間の別の単価構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）１．所定労働時間内で２２時～５時にかかる時間帯は基準日額に 1.25 を乗ずる。 

          ２．時間帯の別 

工種    種別 単位 員数 係数 時間帯の別 勤務時間の別

準備打合わせ Ａ 時間 １ 1.0 イ １ 

Ｃ 時間 １ 1.0+0.25＊ ロ １ 

巡視 

整理報告 

連絡調整 

 

Ａ 時間 １ 1.0 イ １ 

Ｂ 時間 １ 1.25＊ イ ２ 

Ｃ 時間 １ 1.0+0.25＊ ロ １ 

Ｄ 時間 １ 1.5 ＊ ロ ２ 



              イ．昼時間……ＡＭ ５：００～ＰＭ１０：００までをいう。 

              ロ．深 夜……ＰＭ１０：００～翌朝 ５：００までをいう。 

          ３．勤務時間の別 

           １：所定労働時間……業務開始から実働８時間以内をいう。 

           ２：所定外労働時間…業務開始から引続き実働８時間以上の時間

帯をいう。 

          ４．＊印については労務単価の構成比（％）を乗ずること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



Ⅲ．車両管理業務（車両管理業務積算基準（案）抜粋、注釈入り） 

 １．適用範囲 

この基準は、車両管理の業務を委託する場合に適用する。 

 

 ２．業務委託料 

（１）業務委託料の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）業務委託料構成費目の内容 

    ① 直接業務費 

     イ 直接人件費は、当該業務に従事する者の人件費とする。 

     ロ 直接経費は、当該業務の処理に必要な経費のうち次に掲げるもの

とする。 

       ａ．燃料費 

       ｂ．油脂類費 

       ｃ．任意保険料 

    ② 間接業務費 

     イ 諸経費 

諸経費は、当該業務を請け負う企業の経営に要する一般管理費と

する。 

     ロ 特別経費 

       特別経費は、通信機械の設置その他の仕様書等で特別に義務付け

られた事項に必要となる費用の合計とする。 

③ 消費税相当額 

           消費税相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとす

る。 

 

 ３．業務委託料の積算 

  （１）業務委託料の積算方式 

     業務委託費＝（業務価格）＋（消費税相当額） 

業務委託料

業務価格

消費税相当額

直接業務費

間接業務費

直接人件費

直接経費

燃料費

任意保険料

油脂類費

諸経費

特別経費



＝（直接業務費）＋（間接業務費）＋（消費税相当額） 

   ＝ ［（直接人件費）＋（直接経費）］＋［（諸経費）＋（特別経費）］ 

＋（消費税相当額） 

 

  （２）各構成費目の算定 

    ① 直接人件費 

         イ 直接人件費の積算に用いる基準価格（以下「基準価格」という。）

は、三省協定による公共工事設計労務単価の職種「一般運転手」

の単価を基準とし、実績等を勘案して定めるものとする。 

                （注） 当該単価には、通勤手当等の基準内手当、現物支給評

価額及び賞与等臨時給与が含まれているため、当該手当

等についての積算を行わない。 

         ロ 業務委託機関における業務日数に基準価格を乗じて得た額とする。 

       ≪注意：巡視業務では、業務日数は、巡視日数のうち発注者から

貸与する車両による巡視の日数とし、巡視の積算と整合

を図ること≫ 

     ハ （略） 

     二 （略） 

       ② 直接経費 

         イ 燃料費・油脂類費 

             車両の車種及び年式や走行地域によって使用料が異なるため、過

去の実績を参考として積算する。この場合、油脂類費については、

燃料費の２０％を限度とする。 

         ロ 任意保険料 

③ 諸経費 

      次の式により算出した額の範囲内とする。 

       諸経費＝（直接人件費＋直接経費）×諸経費率 

           但し、諸経費率は 27%とする。 

     ④ 消費税相当額 

      消費税相当額は、業務単価に消費税の税率を乗じて得た額とし、ま

た、業務価格に係る各費目毎の積算に使用する燃料費等は、消費税相

当分を含まないものとする。 

       ≪注意：巡視業務では、業務単価は業務価格とする≫ 

                 

 ４．業務価格の調整 

      業務実施に当たり、次に掲げる場合は、その実績に基づき調整を行うこと。 



       ≪注意：巡視業務では、巡視の積算と整合を図ること≫ 

（１）業務時間内又は業務日に業務を行わなかった場合  （略） 

（２）業務日の業務時間外に業務を行った場合 

① 22 時から翌日の 5 時まで 

1 時間当たり割引単価＝基準価格×1／7．75×１５０／１００×割増

対象賃金比×（1＋諸経費率） 

       ≪注意：巡視業務では、直接業務費の合計を算出後、諸経費を別

途計上する≫ 

②①以外の業務時間外 

1 時間当たり割引単価＝基準価格×1／7．75×１２５／１００×割増

対象賃金比×（1＋諸経費率） 

       ≪注意：巡視業務では、直接業務費の合計を算出後、諸経費を別

途計上する≫ 

（３）休日に業務を行った場合 

①休日の 0 時から 5 時まで、休日の 22 時から 24 時まで 

1 時間当たり割引単価＝基準価格×1／7．75×１６０／１００×割増

対象貸金比×（1＋諸経費率） 

      ≪注意：巡視業務では、直接業務費の合計を算出後、諸経費を別

途計上する≫ 

② ①以外の休日 

1 時間当たり割引単価＝基準価格×1／7．75×１３５／１００×割増

対象貸金比×（1＋諸経費率） 

      ≪注意：巡視業務では、直接業務費の合計を算出後、諸経費を別

途計上する≫ 

この調整については、業務上やむを得ない場合（渋滞、災害等）に適用す

ることとし、また、実施時間の把握については、厳正を期すこと。 

（４）基本走行距離に増減があった場合  （略） 

（５）宿泊を行った場合  （略） 

 

５ その他 

（１）業務時間は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」（平成 6

年法律第 33 号）に規定する職員の勤務時間（平日 7 時間 45 分）に準じ定め

る時間とする。 

（２）日常点検整備は、業務時間内で行うこと。 

（３）基本走行距離  （略） 



Ⅳ．堤防等河川管理施設点検業務 

１．適用範囲 

この基準は、堤防等河川管理施設の点検業務を委託する場合に適用する。 

 

２．業務委託料の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務委託料構成費目の内容 

（１） 直接原価 

イ 直接人件費 

直接人件費は業務に従事する者の人件費である。 

ロ 直接経費は、業務処理に必要な経費のうちａ、ｂ、ｃに挙げるものである。 

 ａ．事務用品費 

 ｂ．旅費交通費 

 ｃ．現場経費 

  ただし、ａ、ｂ、ｃ以外の直接経費は、その他原価である。 

（２） 間接原価 

・ その他原価 

その他原価は、事務用品費、旅費交通費、現場経費の直接原価を除く直接経

費及び間接原価となる。 

（３） 一般管理費等 

一般管理費等は、当該業務を請負う企業の運営に要する一般管理費及び付加

利益である。 

（４） 消費税相当額 

消費税相当額は消費税及び地方消費税相当分である。 

 

４．業務委託料の積算方式 

業務委託料は次の方式である。 

業務委託料＝（業務価格）＋（消費税相当額） 

＝［（業務原価）＋（一般管理費等）］＋（消費税相当額） 

業務委託料

業務価格

消費税相当額

業務原価

一般管理費等

直接人件費

直接経費

間接原価

直接原価

その他原価 

事務用品費

旅費交通費

現場経費 



＝［（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）］ 

＋（一般管理費等）＋（消費税相当額） 

 

５．各構成費目の算定 

 イ．直接人件費 

   直接人件費は、以下を標準として算出する。 

（１） 点検は、堤防の形状、河川管理施設数に応じて、必要な数量を計上する（設計

表示単位は km または箇所）。なお、数量については、精算変更するものとする。 

［１日の点検距離・箇所数の標準的な考え方］ 

点検の標準速度は時速 2km とし、河川管理施設の場合は 1.3 箇所／h（少数以

下切り捨て）を点検することを標準とする。 

また、堤防の点検において、変状の計測に要する時間として 1 箇所当たり 

(1／6)h を別途計上する。なお、計測に要する時間については、計測箇所数に応じ

て精算変更するものとする。 

1 日の点検作業時間には、内業（1 時間）と現地への移動時間を含むものとする。 

 

（２）班構成は以下が標準となる。 

 

（３）準備打合せ 

出水期前、台風期、出水後の点検において、事前に必要な準備打合せの経費であ

り、１回当たり業務管理者を技師（Ａ）として０．５人／回計上するものである。 

 

 

点検の区分 班    編    成 

堤防Ａ 

：堤防Ｂより堤防の規模が小さい場合 

（点検員） 

 技師Ｃ １人 

 

普通作業員 １人 

堤防Ｂ 

：堤防天端と法尻との直高が５ｍ程度の場合

（点検員） 

 技師Ｃ １人 

 

普通作業員 ２人 

堤防Ｃ 

：堤防Ｂより川表又は川裏のどちらか一方の

直高が１０ｍ程度又は１０ｍ以上の場合 

（点検員） 

 技師Ｃ １人 

 

普通作業員 ３人 

堤防Ｄ 

：堤防天端と法尻との直高が１０ｍ程度又は

１０ｍ以上の場合 

（点検員） 

 技師Ｃ １人 

 

普通作業員 ４人 

河川管理施設 

：堤防を除く河川管理施設 

（点検員） 

 技師Ｃ １人 

 

普通作業員 １人 



 ロ．直接経費 

ａ．事務用品費 

特に必要がある場合に計上する。 

ｂ．旅費交通費 

交通費は、業務処理に従事する技術者が、原則として自動車で往復する費用とし、

日額の旅費は精算しないものとする。 

ｃ．現場経費 

業務に必要な自動車の経費を次のⅰ～ⅳにより計上するものである。 

ⅰ 業務用車両の規格は、原則として５人乗りライトバン(1500cc)とする。 

ⅱ 点検１日の運転時間は２時間とし、燃料費及び運転時間当たり損料は換算

値損料を計上する。 

ⅲ 業務用自動車損料については、「請負工事機械経費積算要領」に基づいて積

算するものとする。 

ⅳ 運転労務費は、業務従事者が直接運転するものとして、計上しない。 

 

 ａ、ｂ、ｃ以外の直接経費は、その他原価とする。 

 

 ハ．間接原価 

・ その他原価 

その他原価は、事務用品費及び旅費交通費を除く直接経費及び間接原価とし、次

式により算定した額とする。 

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α） 

ただし、αは原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合で

あり、２０％とする。 

なお、ここでいう直接人件費には、普通作業員は含まれない。 

 

 ニ．一般管理費等 

一般管理費等は、当該業務を請負う企業の運営に要する一般管理費及び付加利益

とし、次式により算定した額とする。 

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。 

 

 ホ．消費税相当額 

消費税相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとする。 

 


